
告 示

◉金沢市告示第47号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により地縁による団体の告示された事項の変更の届

出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

区　分 変更事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

東森本町会

主たる事務

所の所在地
金沢市南森本町ワ38番地 金沢市南森本町ワ129番地１

令和８年

１月25日

代表者の氏

名及び住所

山本　和敏

金沢市南森本町ワ38番地

北村　優

金沢市南森本町ワ129番地１

田上町会
代表者の氏

名及び住所

西川　敏宏

金沢市田上町ニ１番地

岡口　靖信

金沢市田上町神58番地

高尾町会
代表者の氏

名及び住所

内田　智樹

金沢市高尾町チ64番地

林　茂樹

金沢市高尾台３丁目310番地

令和８年

２月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第48号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により指定居宅サービス事業者として次のとおり指

定したので、同法第78条の規定により告示します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1770107777
ヘルパーステーショ

ンくつろぎ

金沢市間明町２丁

目10番地　かいて

きビル３階

株式会社くつろ

ぎ
令和８年２月１日 訪問介護
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発行所

第３２０８号

●告　示

○地縁による団体の告示された事項の変更につ

いて

○介護保険法の規定による事業者の指定につい

て

○介護保険法の規定による事業の廃止について

（２件）

○児童福祉法の規定による事業者の指定につい

て

●公　告

○国土調査法の規定に基づく地籍調査により作

成した地図及び簿冊の閲覧について

（市民協働推進課）　 1

（介護保険課）　 1

　（　　〃　　）　 1

（障害福祉課）　 2

（農業基盤整備課）　 2

　　◎　目　　次　　　　　　　　　　　　　　　ページ



◉金沢市告示第49号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項及び第115条の５第２項の規定により指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者から当該指定居宅サービスの事業及び指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届

出があったので、同法第78条及び第115条の10の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1770106670
こすもす　かがやき

福祉用具事業所

金沢市諸江町下丁

89番地３　２階

株式会社かがや

き
令和７年12月31日

福祉用具貸与、介護

予防福祉用具貸与、

特定福祉用具販売、

特定介護予防福祉用

具販売

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第50号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の５第２項の規定により指定地域密着型サービス事業者から当該指定

地域密着型サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の11の規定により次のとおり告示します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

介 護 保 険

事業所番号

事業所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

名　称 所在地

1790100661
米丸デイサービスセ

ンターあすなろ苑

金沢市東力町ハ

284番地

一般社団法人米

丸福祉会
令和８年１月31日 地域密着型通所介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◉金沢市告示第51号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により指定障害児通所支援事業者として次のと

おり指定したので、同法第21条の５の25の規定により告示します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

事業所番号
事業所の

名　　称

事業所の

所 在 地

事業者の

名　　称

事業者の主たる

事務所の所在地

障害児通所支

援の種類

主たる

対象者

指　定

年月日

1750103408

放課後等デイサー

ビス　さくらネ

クスト

金沢市神宮寺

３丁目14番14

号

株式会社ダイ

ヤホールディ

ングス

金沢市元町１

丁目16番19号

放課後等デイ

サービス

重症心身

障害児以

外

令和８年

２月１日

公 告

　金沢市夕日寺町、東長江町及び牧町の一部の土地について、国土調査法（昭和26年法律第180号）による地籍調査

を行い地図及び簿冊を作成したので、同法第17条第１項の規定により公告します。

　なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供します。

　　令和８年３月２日

金沢市長職務代理者
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金沢市副市長　　山　　　田　　　啓　　　之

１　地図及び簿冊の名称

　　金沢市の地籍図及び地籍簿　夕日寺町、東長江町及び牧町の一部

２　閲覧期間

　令和８年３月２日から同月23日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第

３条に規定する休日を除く。）

３　閲覧場所

　　金沢市農林水産局農業基盤整備課

４　閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調査を行った者（金沢市）に対し、訂正

の申し出をすることができます。

５　誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付します。

６　閲覧は、期間中午前９時から午後５時45分までの間とします。
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